
第
三
巻
　
　
紹
介

せ
る
を
認
め
だ
る
著
者
ざ
し
て
は
聯
か
亦
更
料
に
拘
束
せ

ら
れ
た
る
嫌
な
き
能
は
す
。
且
つ
質
よ
り
派
出
せ
る
此
時

代
（
室
町
時
代
）
の
無
漏
は
全
部
利
子
附
日
保
附
な
り
し
ご

・
い
へ
ば
、
無
盤
ご
慧
支
ご
の
別
は
此
利
子
附
搬
…
保
附
の
有

無
に
あ
る
が
如
～
に
解
せ
ら
る
、
も
、
（
五
六
）
此
の
時
代

（
乱
軍
廿
二
年
）
十
二
月
日
の
寄
進
朕
の
慧
支
に
も
、
π
の

　
も
し
の
質
に
な
か
れ
云
々
ご
明
記
せ
る
も
の
あ
り
て
、
澹

保
附
の
無
継
に
限
ら
ざ
る
は
著
者
も
指
摘
せ
る
が
如
し
。

（
四
〇
）
こ
れ
を
要
す
る
に
、
無
盤
ご
滋
支
こ
の
關
係
に
つ

い
て
も
余
輩
は
著
者
が
A
ユ
段
の
研
究
を
…
進
め
て
明
快
な

　
る
解
決
を
下
す
に
至
ら
ん
こ
ご
を
望
む
や
切
な
り
。

紹

介
寧

一

　
　
　
　
　
ゆ
　
む
み
　
ゆ
　
さ
　
　

　
　
　
翻
徳
川
慶
喜
公
侮
　
八
無
　
男
欝
澁
澤
榮
一
著

　
徳
川
慶
喜
傳
八
冊
成
ろ
G
方
に
赫
耀
寧
ろ
晶
帯
大
業
の
一
面
ミ
、
幽
霜
霧

欝
の
將
軍
心
事
巴
共
舅
邊
を
彰
明
す
べ
き
も
の
☆
り
。
著
者
澁
澤
榮
一
氏
は

第
三
馳
伽
　
　
　
一
六
山
ハ
　
（
五
〇
八
）

夙
く
一
撚
庶
家
に
仕
へ
・
し
者
、
　
叢
（
巻
首
に
叙
し
で
、
ハ
公
ケ
…
訳
す
る
に
号
至
．
る
の
所
以

を
蓮
ぶ
。
疑
し
公
の
鰹
を
今
日
に
於
て
配
す
は
正
に
共
時
に
し
て
、
著
者
が

ご
十
二
年
持
重
共
患
を
致
ず
所
亦
此
に
あ
り
O
已
に
早
く
福
地
源
一
鄭
氏
の

其
の
憲
を
輔
く
あ
ツ
し
か
二
三
張
の
綾
、
萩
野
博
士
轟
ら
事
に
論
り
、
穗
積

坂
谷
爾
博
士
の
顧
問
ミ
三
上
博
士
駝
修
の
下
に
、
編
纂
委
負
に
は
渡
一
轍
、

藤
井
甚
太
鄭
爾
…
二
士
、
井
野
邊
義
雄
、
齋
岡
購
利
害
茂
等
あ
り
て
之
れ
を
助
け

て
、
途
に
此
の
嫡
嗣
の
巷
戯
に
史
上
至
難
の
一
人
を
醒
す
る
に
至
り
し
な
り

。
而
し
て
本
書
稿
を
窪
む
る
こ
ミ
巳
F
～
二
度
而
も
共
二
二
ミ
麓
㎝
二
稿
の
鍛
章
・

は
公
自
ら
之
れ
を
閲
謎
・
し
六
ろ
所
な
り
ミ
云
ふ
以
て
本
書
の
成
る
駈
察
す
べ

き
な
り
G

本
護
は
天
保
八
塚
慶
喜
の
誕
生
よ
り
説
き
起
し
、
大
正
二
年
其
蕪
去
に
至

る
ま
で
、
本
郷
四
巷
三
十
五
章
を
以
て
翻
り
、
爾
横
額
三
巻
に
於
て
は
將
軍

及
　
二
家
守
卿
系
圏
，
年
譲
、
女
書
託
錐
を
載
ぜ
、
加
ふ
る
に
索
引
並
に
丈
書

記
簸
細
日
一
研
ヶ
以
て
す
。
本
傳
四
巻
の
内
、
第
一
巻
に
て
は
誕
生
幼
聴
よ

り
、
扁
橋
相
績
、
當
時
の
外
國
關
係
、
将
軍
綴
嗣
の
騒
騒
、
臣
来
利
加
修
約

調
印
蓬
公
の
登
城
停
止
、
安
政
の
獄
、
公
の
生
酔
、
等
を
叙
し
、
第
二
巻
に

て
ば
緩
郷
，
就
任
、
国
政
改
革
、
撰
碗
、
牽
勅
よ
り
、
魯
薩
聯
合
、
樽
度
の
上
京

に
至
う
ま
で
を
記
し
、
第
三
懸
に
．
て
は
禁
裏
守
衛
，
長
藩
追
討
、
兵
罐
開
港

長
州
髭
分
、
等
を
細
叙
む
、
第
四
巻
に
外
交
㍊
政
催
の
羅
還
、
鳥
朋
伏
見
の

墾
東
漸
恭
順
よ
“
．
北
ハ
晩
年
ご
逸
窮
に
及
ぶ
．
㌧
婦
警
日
H
次
の
一
斑
が
示
す
如
く

是
れ
慶
喜
公
の
傳
記
照
る
ミ
共
に
、
開
題
圃
幕
末
維
藷
の
大
饗
革
期
の
一
大



し

政
治
史
ミ
し
て
見
る
．
へ
き
も
の
れ
り
。
（
龍
門
靴
輪
行
賀
載
O
、
O
q
〔
酉
田
〕

　
　
　
　
醜
瀞
晒
麹
㈱
伊
⑳
砂
和
漁
坤
騨
樽
膨
謝
　
英
丈
熔
著

　
内
面
的
・
レ
も
外
酊
的
に
も
翌
展
也
ん
ぐ
」
す
乃
環
代
を
†
分
に
理
解
ぜ
ん
ぜ
、

な
ら
ば
、
其
蔚
時
代
の
如
何
語
る
も
の
な
り
・
し
や
を
研
究
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
す

ミ
の
信
念
を
有
す
る
著
暫
が
、
慶
脇
義
整
在
語
中
に
轟
放
置
る
學
科
に
心
あ

る
溢
制
を
申
心
ミ
・
し
て
沈
戸
時
代
を
考
察
し
む
る
軋
の
護
り
。
第
一
に
権
論

に
於
て
徳
川
家
康
が
露
体
蓮
動
の
禁
止
ミ
蕪
主
義
の
抑
塵
達
に
全
力
を
難
せ

る
都
営
的
態
度
を
廉
き
、
貞
永
式
昌
が
紳
佛
の
事
を
第
一
に
置
げ
る
に
全
し

て
家
康
の
語
武
家
法
度
が
學
聞
知
纐
を
第
一
ミ
也
る
黙
に
爾
法
制
の
差
を
認
め

家
康
の
歴
制
誰
義
は
彼
濁
特
の
も
の
な
り
や
反
は
前
臨
写
の
影
響
な
り
や
ぐ
」

て
室
町
時
代
以
降
戦
費
時
代
の
諸
家
の
法
制
定
比
齢
∵
し
て
、
建
武
式
目
、
大

内
氏
壁
害
，
朝
倉
敏
景
十
七
グ
條
、
信
玄
家
法
等
の
彰
響
を
受
け
、
法
制
ミ

君
ふ
よ
り
も
覧
ろ
諸
侯
制
御
策
奮
ミ
し
、
家
康
の
藷
家
統
一
幕
府
維
持

の
思
想
は
我
國
民
文
題
の
翌
展
を
阻
害
ゼ
り
ミ
て
鎧
園
問
題
を
論
じ
、
海
外

文
化
の
輪
入
に
よ
纏
て
外
罐
に
向
っ
て
関
放
さ
れ
六
る
日
本
に
天
由
敏
の
流

行
ミ
嫁
り
叉
其
禁
止
ε
菰
り
、
此
薪
思
想
を
抑
塵
咳
ん
ぜ
す
ろ
家
康
の
政
策

が
晶
鱗
國
思
想
亡
な
り
し
も
の
に
し
イ
、
倫
安
田
一
国
の
禦
現
ミ
す
べ
く
、
　
北
ハ
致
策

が
一
樋
の
國
産
業
働
箏
濠
り
し
ぜ
難
も
、
工
業
的
饗
展
を
阻
正
C
，
新
患

想
の
輪
入
食
絶
ミ
な
り
、
我
選
一
丈
化
の
獲
淫
を
週
期
ぜ
し
め
六
り
・
し
は
幕

府
の
軌
り
し
政
策
の
誤
な
り
ピ
隊
ご
六
る
黙
は
著
者
の
最
も
カ
を
致
ぜ
し
章

第
三
巻
　
　
紹
　
介

　
　
　
　
　
も
　
ら
　
も
　
も

な
る
べ
く
、
瀧
會
側
蝋
画
の
識
単
に
於
て
、
昏
々
…
級
耐
測
心
心
の
超
源
ご
置
ハ
性
質
、
旗
本

與
力
同
心
檸
間
、
漠
人
問
題
、
商
人
生
活
、
工
人
生
活
、
農
艮
生
活
の
五
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
マ
　
も
　
ヤ
　
や
　
へ

に
分
ち
て
階
級
制
度
の
畔
代
を
訊
嘗
、
一
般
即
処
論
の
章
に
於
て
ば
仇
討
、

御
家
騒
動
、
祭
禮
．
鮒
動
じ
就
て
論
評
・
し
、
泰
華
の
歎
讐
封
建
の
殺
伐
ε

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ち
　
　
モ
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
も

の
矛
盾
ぜ
る
既
望
怠
り
亡
し
む
新
家
族
劇
度
の
蛋
蛙
に
於
て
大
名
の
粗
纏
問

題
、
養
子
問
題
を
論
じ
、
幕
府
は
大
名
に
寒
し
て
も
次
第
に
領
地
波
牧
を
遽

け
長
嫡
子
夕
重
ん
じ
全
領
土
を
緻
承
製
し
む
る
事
を
以
て
機
宜
に
萄
で
る
事

多
き
を
知
り
、
幾
縫
擾
の
後
に
漸
吹
家
族
毎
度
の
確
立
を
見
れ
り
噂
し
、

も
　
も
　
や
　
も
　
ぶ
　
を
　
ゐ

幕
府
の
纏
蘭
語
蚤
ミ
し
て
は
髭
十
回
ミ
な
く
登
霜
さ
れ
し
倹
約
曾
の
無
効
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
へ
　
ぬ
　
も
　
ヵ
　
へ

訊
者
、
露
政
者
に
重
三
政
策
を
云
欝
す
る
も
の
な
し
ぐ
、
し
、
幕
麿
の
穫
幣
翻

轡
雪
泥
潮
瀬
隷
の
章
轟
添
か
霧
厨
、
獣
、
趣
激

伽
鴛
恥
曝
廉
潔
㌘
蓮
べ
泌
無
懸
芭
ゑ
隷
農
附
無

職
業
者
及
私
法
的
規
定
の
二
項
に
分
ち
筋
悉
に
於
イ
、
は
庸
人
、
傭
座
、
乞
塔

に
臥
す
る
法
の
規
定
を
、
後
者
に
於
て
は
、
質
、
貸
借
に
關
す
る
法
の
規
定

を
盛
し
・
筆
を
整
・
て
置
忘
暴
、
器
、
審
の
三
誉
於
て
各

丈
化
的
方
面
を
親
察
ぜ
り
。
魏
版
三
三
二
質
（
白
承
瀧
饗
行
、
債
拭
．
0
0
）

〔
中
村
〕

　
　
　
　
㊥
灘
勲
伽
軸
晒
如
勲
伽
　
勢
跡
　
棄
京
帝
國
大
學
丈
科
大
學

　
承
書
口
大
正
嘱
年
一
月
に
於
け
る
南
満
洲
選
座
職
式
會
瀧
の
提
供
に
墓
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
二
號
　
　
　
一
山
ハ
七
　
　
（
｝
血
〇
九
）

、


